
 

平成２５年度 都区財政調整 新規算定・算定改善等 
 

１ 議会総務費 

        項    目              説              明 

【議会総務費／経常】 

 賦課徴収費の見直し 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  標準区納課税証明手数料の金額を改定する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前   △４，９１０千円（特定財源・比例費） 

  改定後   △７，３６５千円（特定財源・比例費） 

 

 改定後  △１８９ 

改定前 △１２６ 

増△減  △６３ 

【議会総務費／経常】 

 消防団員等公務災害補償等

共済基金掛金 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

  消防団員が加入する福祉共済掛金の助成について、算定項目に追

加する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前        ０千円（固定費） 

             ０千円（比例費） 

  改定後      ９６８千円（固定費） 

         １，４４８千円（比例費） 

 

 改定後 ７５ 

改定前 １６ 

増△減 ５９ 

【議会総務費／経常】 

国民保護法関連事業経費の

見直し 

                 （百万円） 

１ 概  要 

  国民保護法関連事業経費について、全般的に算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前    ３，９０２千円（固定費） 

  改定後      ５７３千円（固定費） 

 

 改定後 １４ 

改定前 ９０ 

増△減 △７６ 

【議会総務費／経常】 

職員選考試験費の見直し 

 

（百万円） 

１ 概  要 

職員選考試験費について、全般的に算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

 改定前      ７７３千円（固定費） 

       ２，５０１千円（比例費） 

  改定後      １０６千円（固定費） 

           ３４５千円（比例費） 

 改定後 １２ 

改定前 ８２ 

増△減 △７０ 
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１ 議会総務費のつづき 

        項    目              説              明 

【議会総務費／経常】 

 住民基本台帳整備費の見直し 

 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  備品購入費について、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前    ４，７８５千円（比例費） 

  改定後      ７３８千円（比例費） 

 

※事業費の見直しにより、密度補正算式の数値が変更されることに 

伴い、議会総務費全体に影響が生じる。 

   

 ＜密度補正算式＞ 

    （改定前）          （改定後） 

  

＋× 0.023
Ａ

Ｂ
0.975

     

＋× 0.023
Ａ

Ｂ
0.976

 

  

算式の符号

　Ａ：測定単位の数値（当該区の人口）

　Ｂ：当該年度４月１日現在における当該特別区の戸籍記載人口

に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）（
Ｂ

Ａ

 
   

 ＜増△減内訳＞ 

  事業費の見直しによる影響額     △１０４百万円 

  密度補正算式の変更による影響額（議会総務費全体） 

                     ２３３百万円 

 改定後  ２５２ 

改定前 １２３ 

増△減  １２９ 

 

【議会総務費／経常】 

 選挙常時啓発普及費の 

見直し 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

  職員手当等、旅費、固定費割合について、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前        ０千円（固定費） 

         ２，６２１千円（比例費） 

  改定後    ２，０８７千円（固定費） 

             ０千円（比例費） 

 

 改定後 ４８ 

改定前 ６７ 

増△減 △１９ 
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１ 議会総務費のつづき 

        項    目              説              明 

【議会総務費／経常】 

 地域主権改革に伴う権限移 

譲事務 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  平成 25年度から権限移譲により特別区の事務となる項目のうち、

現行事務処理特例交付金の交付対象事務について、追加算定すると

ともに、既算定項目について数値を更新する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前    １，１９５千円（固定費） 

         １，１９５千円（比例費） 

  改定後    ２，７２６千円（固定費） 

         ２，７２６千円（比例費） 

 改定後 １３２ 

改定前 ５８ 

増△減  ７４ 
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２ 民生費 

        項    目              説              明 

【社会福祉費／経常】 

 心身障害者（児）通所訓練事

業費（授産分）の算定廃止 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

  心身障害者（児）通所訓練事業費のうち、通所授産グループにつ

いて、算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前  １２，２０６千円（比例費） 

 

 

 改定後 ０ 

改定前 ３１２ 

増△減 △３１２ 

【社会福祉費／経常】 

 生業資金貸付等事務費の見

直し 

 

 

 

 

（百万円） 

１ 概  要 

 ・生業資金貸付事務費について、算定を廃止する。 

・行旅死亡人取扱費について、算定内容（需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、特定財源の新設）を見直す。 

・事業名を「行旅死亡人取扱費」に変更する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前 事業費   １，７２１千円 

      特定財源    １２６千円      

      差引一財  １，５９５千円（比例費） 

 

  改定後 事業費    ２，６９７千円 

特定財源  ２，６９７千円      

      差引一財      ０千円（比例費） 

 

 改定後  ０ 

改定前 ４１ 

増△減  △４１ 

 

【社会福祉費／経常】 

障害認定審査会の見直し 

 

 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  障害認定審査会に係る経費について、算定内容（審査会開催回数、

意見書作成件数、特定財源の新設）を見直す。また、比例費を導入

する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前 事業費  １７，６６５千円（固定費） 

 

  改定後 事業費      ４５５千円（固定費） 

            ６，６６４千円（比例費） 

特定財源    ２２８千円（固定費） 

      ３，３３１千円（比例費）      

      差引一財  ３，５６０千円 

 

 改定後 ９０ 

改定前 ４０６ 

増△減 △３１６ 
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２ 民生費のつづき 

        項    目              説              明 

【社会福祉費／経常】 

障害福祉計画作成の見直し 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  障害福祉計画作成に係る経費について、算定内容（委員会開催回

数、需用費、役務費、委託料）を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前   ６，４４３千円（固定費） 

  改定後   ２，３４８千円（固定費） 

 改定後 ５４ 

改定前 １４８ 

増△減 △９４ 

 
【老人福祉費／経常】 

高齢者民間アパート借上・ 

あっせん事業費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

 ・「あっせん事業」の算定を廃止する。 

・「借上げ事業」について、算定内容（借上げ基本額・戸数）を見

直す。 

・事業名を「高齢者民間アパート借上げ事業費」に変更する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前 事業費   ３１，２９６千円（比例費） 

 

  改定後 事業費  １２２，９５２千円 

      特定財源  ４２，３００千円       

      一般財源  ８０，６５２千円（比例費） 

 改定後 ２，３５１ 

改定前 ９１２ 

増△減 １，４３９ 

 

【生活保護費／経常】 

生活保護総務費の見直し 

（百万円） 

１ 概  要 

  生活保護総務費について、算定内容（入浴券支給事務費）を見直

す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前    ６６９千円（比例費） 

  改定後    ２８６千円（比例費） 

 改定後 ２１ 

改定前 ４９ 

増△減 △２８ 

 
【生活保護費／経常】 

生活扶助費の見直し 

（百万円） 

１ 概  要 

  生活扶助費について、算定内容（入浴券の支給枚数）を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前    ４８，４５６千円（比例費） 

  改定後    ３３，４５２千円（比例費） 

 改定後 ２，４１１ 

改定前 ３，４９２ 

増△減 △１，０８１ 
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２ 民生費のつづき 

        項    目              説              明 

【児童福祉費／経常】 

緊急一時保育事業費の 

見直し 

 

 

（百万円） 

１ 概  要 

 ・緊急一時保育事業費について、国庫補助基準額に基づく算定に改

善する。 

・事業名を「一時預かり保育事業費」に変更する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前  事業費    ５，６０３千円（比例費） 

   

改定後  事業費   １４，１８６千円 

     特定財源   ７，０９２千円       

     一般財源   ７，０９４千円（比例費） 

 改定後 １７６ 

改定前 １３９ 

増△減 ３７ 

 

【児童福祉費／経常】 

認証保育所運営費等事業費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

認証保育所（Ａ型）の運営費等事業費について、算定内容（算定

施設数）を、標準区あたり 17所から 18所に見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前    １４１，４００千円（固定費） 

         ４４６，０４０千円（比例費） 

 

  改定後    １４１，４００千円（固定費） 

         ４７４，３２０千円（比例費） 

 

 改定後 １５，０２５ 

改定前 １４，３２３ 

増△減 ７０２ 
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３ 衛生費 

        項    目              説              明 

【衛生費／経常】 

 結核感染症発生動向調査事費

の見直し 

 

                 （百万円） 

改定後 ２ 

改定前 １００ 

増△減  △９８ 

 

 

１ 概  要 

  結核感染症発生動向調査事業費の算定内容を見直すとともに、平

成 19年 3月に「結核予防法」が「感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律」に統合されたことから、当該事業名を「感

染症発生動向調査事業費」に変更する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前  事業費   ４，３５３千円 

   特定財源    ４４８千円   

   差引一財  ３，９０５千円（比例費） 

改定後  事業費     １５５千円 

   特定財源     ７７千円   

   差引一財     ７８千円（比例費） 

【衛生費／経常】 

 健康教育の見直し 

 

                 （百万円） 

改定後 １２ 

改定前 １９４ 

増△減  △１８２ 

 

 

 

 

 

１ 概  要 

  集団健康教育の実施回数及び報償費単価について見直すととも

に、特定財源の都支出金対象経費を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前  事業費   ９，０１３千円 

   特定財源  １，４５６千円   

   差引一財  ７，５５７千円（比例費） 

改定後  事業費   １，３７３千円 

   特定財源    ９１５千円   

       差引一財    ４５８千円（比例費） 

【衛生費／経常】 

 健康相談の見直し 

 

                 （百万円） 

改定後 １８ 

改定前 ４１ 

増△減  △２３ 

 

 

１ 概  要 

  総合健康相談、重点健康相談の実施回数及び報償費単価について

見直すとともに、特定財源の都支出金対象経費を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前  事業費   ４，５５５千円 

   特定財源  ２，９６８千円   

   差引一財  １，５８７千円（比例費） 

改定後  事業費   ２，０８５千円 

   特定財源  １，３８９千円   

       差引一財    ６９６千円（比例費） 
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３ 衛生費のつづき 

        項    目              説              明 

【衛生費／経常】 

  妊産婦健康診査費 

 

                 （百万円） 

改定後 ３，９１７ 

改定前 ３，８０７ 

増△減 １１０ 

 

 

１ 概  要 

  超音波検査について、現在は年齢制限が廃止されており、全区に

おいて全ての妊婦が 1 回以上、公費負担により受診できる状況とな

っていることから、受診人数について算定を充実する。 

また、超音波検査委託料について、特定財源として新たに国庫支出

金を算定する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前  事業費   ２０７，６６１千円 

   特定財源   ５８，９３２千円   

   差引一財  １４８，７２９千円（比例費） 

改定後  事業費   ２１８，６８３千円 

   特定財源   ６５，６５８千円   

   差引一財  １５３，０２５千円（比例費） 

【衛生費／経常】 

 そ族昆虫駆除費の見直し 

 

                 （百万円） 

改定後 １２４ 

改定前 ７７８ 

増△減  △６５４ 
 

１ 概  要 

  そ族昆虫駆除費について、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前       ３０，４０３千円（比例費） 

改定後        ４，８５０千円（比例費） 

【衛生費／経常】 

 寝たきり老人訪問歯科診療 

事業費の見直し 

 

                 （百万円） 

改定後 ０ 

改定前 ５９８ 

増△減  △５９８ 

 

 

１ 概  要 

  寝たきり老人訪問歯科診療事業費について、算定を廃止する。（当

該事業に係る密度補正の廃止を含む。） 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前          ５９１千円（固定費） 

         ２０，１０４千円（比例費） 

改定後            ０千円 
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４ 清掃費 

        項    目              説              明 

【収集作業費・処理処分費／ 

経常】 

廃棄物処理手数料の見直し

（特定財源・態容補正Ⅱ） 

 

                （百万円） 

１ 概  要 

廃棄物処理手数料の単価改定に伴い、算定内容を見直す。 

なお、平成 25 年 10 月 1 日改定であることを踏まえ、平成 25 年

度は半年分を、平成 26年度から１年度分を反映する。 

＜現 行＞   ＜改定後＞ 

各区徴収分   32.5 円／㎏ → 36.5 円／㎏（＋４円） 

清掃一組徴収分 14.5 円／㎏ → 15.5 円／㎏（＋１円） 

 

２ 算定内容 

収集作業費及び処理処分費にそれぞれ計上されている廃棄物処理

手数料について、改定分を上乗せする。 

＜標準区経費＞ 

【収集作業費】（特定財源） 

改定前   ２８，２５０千円（固定費） 

      ２１１，１５８千円（比例費） 

改定後   ２９，９８９千円（固定費） 

     ２２４，１５２千円（比例費） 

 【処理処分費】（特定財源） 

改定前  ５４３，１５１千円（比例費） 

改定後  ５６１，８８０千円（比例費） 

 

※ なお、標準区廃棄物処理手数料の見直しに伴い、収集作業費の態

容補正Ⅱにおいても、同様に単価改定分を反映させる。 

 改定後 △２０，８０９ 

 改定前 △１９，９５８ 

 増△減 △８５１ 

 

【処理処分費／投資】 

処理処分費の見直し 

 

（百万円） 

１ 概  要 

処理処分費は、東京二十三区清掃一部事務組合の施設整備計画等を

基に積算した整備費等の総額から標準区経費を設定しているが、現行

算定は、測定単位の増減によって整備費等の総額と算定額とに乖離が

生じる仕組みとなっているため、標準区経費（改築、不燃プラント更

新、元利償還金）の算定方法を見直す。 

また、保安施設整備経費は、東京二十三区清掃一部事務組合の財政

計画による予算の 3 ヵ年平均を基に標準区を設定しているが、平成

24年度財政計画による数値に年次を更新する。 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前  ２６６，７５１千円（比例費） 

改定後  ２４６，４５２千円（比例費） 

 

※上記、標準区経費に元利償還金は含まれない。 

 

 改定後 ６，３０８ 

改定前 ６，８２８ 

増△減 △５２０ 

 

※元利償還金を含む影響額 

△７２４ 
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５ 経済労働費 

        項    目              説              明 

【産業経済費／経常】 

商工振興費（中小企業関連資 

金融資あっせん事業） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  経常算定分を充実のうえ、平成 25年度緊急対策分について、項目

を追加し、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前    ２７９，５０６千円（経常分・比例費） 

               ０千円（緊急対策分・比例費） 

  改定後    ３４７，９１７千円（経常分・比例費） 

          ９７，１４９千円（緊急対策分・比例費） 

 改定後  ９，１２６ 

改定前 ５，７３１ 

増△減  ３，３９５ 
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６ 土木費 

        項    目              説              明 

【建築公害費／経常】 

 建築行政費の見直し 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  建築行政費について、工事請負費の算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前   事業費  18,478 千円 

        特定財源 16,547 千円 

              1,931 千円（比例費） 

 

改定後   事業費  10,404 千円 

         特定財源 16,547 千円 

             △6,143 千円（比例費） 

   

 改定後 △１６２ 

改定前 ４９ 

増△減 △２１１ 

 

 

【建築公害費／経常】 

建築紛争予防調整事務費の 

見直し 

 

  （百万円） 

１ 概  要 

  建築紛争予防調整事務費について、需要費及び連絡協議会負担金

の算定を充実するとともに、紛争調停委員報酬及び旅費を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前               

   報酬 18,100 円×2日×6人×12月＝2,606,400 円 

   旅費  2,500 円×2日×6人×12月＝  360,000 円 

   需用費                    39,000 円 

   連絡協議会負担金                      8,300 円 

3,013,700 円（固定費） 

 

  改定後               

   報酬 19,200 円×5人×5回 ＝480,000 円 

   旅費   700 円×5人×5回  ＝17,500 円 

   需用費                        86,000 円 

   連絡協議会負担金              80,000 円      

663,500 円（固定費） 

 

 改定後 １５ 

改定前 ６９ 

増△減 △５４ 
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６ 土木費のつづき 

        項    目              説              明 

【建築公害費／経常】 

 放置自転車等対策事業費 

 

  （百万円） 

１ 概  要 

  放置自転車等対策事業費について、放置自転車撤去等委託料、  

システム経費、役務費及び特定財源である放置自転車撤去・保管  

手数料を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

   改定前               

    需用費                4,473 千円 

  役務費                6,935 千円 

  委託料                98,473 千円       

  特定財源 3,000 円×27,000 台×60％＝48,600 千円      

                       61,281 千円（比例費） 

 

   改定後               

     需用費                4,473 千円（比例費） 

    役務費                  466 千円（固定費） 

                       1,033 千円（比例費） 

    委託料                 9,081 千円 (固定費) 

                       121,780 千円（比例費） 

      使用料及び賃借料             1,330 千円（比例費） 

    特定財源 3,000 円×24,500 台×60％＝44,100 千円（比例費） 

                        9,547 千円（固定費） 

                      84,516 千円（比例費） 

 

 改定後 ２，３８８ 

改定前 １，５６９ 

増△減 ８１９ 

 

 

【建築公害費／経常】 

 住宅対策費の見直し 

 

  （百万円） 

１ 概  要 

  住宅対策費について、住宅基本計画策定委託料を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞     

改定前               

     事業費   56,302 千円（固定費） 

            2,189 千円（比例費） 

     特定財源  28,511 千円（固定費） 

                   27,791 千円（固定費） 

                    2,189 千円（比例費） 

  

改定後               

     事業費   53,307 千円（固定費） 

             691 千円（比例費） 

  特定財源  26,715 千円（固定費） 

                   26,592 千円（固定費） 

                      691 千円（比例費） 

 

 

 改定後 ６４９ 

改定前 ６９５ 

増△減 △４６ 
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６ 土木費のつづき 

        項    目              説              明 

【建築公害費／経常】 

 区営住宅維持管理費 

 

  （百万円） 

１ 概  要 

  「投資的経費の見直し」における標準施設の見直しと合わせて、

特定財源（住宅使用料）を充当するため、区営住宅維持管理費を

新規に算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前                      0 千円 

改定後 事業費            12,818 千円（固定費） 

                      40,592 千円（比例費） 

特定財源 288,091×404 戸×0.24＝27,933 千円（固定費） 

288,091×404 戸×0.76＝88,456 千円（比例費）  

                        △15,115 千円（固定費） 

                                  △47,864 千円（比例費） 

 

※【 建築公害費／投資】区営住宅 

 「投資的経費の見直し」において、区営住宅を標準施設とし、改築

経費及び大規模改修経費を新規に算定する。（＋5,985 百万円） 

 改定後 △１，５８７ 

改定前 ０ 

増△減 △１，５８７ 

 

 

【建築公害費／経常】 

 自転車駐車場維持管理費  

（態容補正）の見直し 

 

  （百万円） 

１ 概  要 

  自転車駐車場維持管理費について、新たに土地賃借料を算定する

など事業費を充実するとともに、特定財源である自転車駐車場使用

料を見直す。 

 

２ 算定内容 

   改定前               

    賃金             2,160 千円 

需用費              216 千円 

    委託料              854 千円           

    特定財源  3,826 円×450 ㎡＝1,722 千円  

                      1,509 千円 → 3,353 円/㎡ 

    改定後               

     需用費              258 千円 

     役務費              78 千円 

     委託料            3,265 千円 

     使用料及び手数料        620 千円 

     工事請負費             86 千円          

     特定財源  7,856 円×450 ㎡＝3,535 千円  

                        772 千円 → 1,714 円/㎡   

 ＜態容補正の算式＞ 

 

Ｂ× （1㎡当たり経費）
（単位費用）

自転車駐車場の面積

算式の符号
　Ａ：測定単位の数値（当該区の人口）
　Ｂ：当該年度の４月１日現在において設置されている

1＋
1,714円

Ａ× 2,632円

 

 改定後 １，１７５ 

改定前 ２，２９９ 

増△減 △１，１２４ 
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６ 土木費のつづき 

        項    目              説              明 

【道路橋りょう費／経常】 

 土木自動車整備費の見直し 

 

  （百万円） 

１ 概  要 

  土木自動車整備費について、事業費を見直すとともに、車両保有

からリースによる算定方法に見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前               

役務費          37 千円 

備品購入費      5,788 千円  

公課費            367 千円      

6,192 千円（比例費） 

改定後               

使用料及び賃借料     3,143 千円（比例費） 

                      

 改定後 ９７ 

改定前 １８９ 

増△減 △９２ 

※改定前には種別補正による 

影響額を含む 

 

【道路橋りょう費／経常】 

 道路占有料（道路維持補修費 

・道路占有許可取締事務費） 

の見直し 

 

  （百万円） 

１ 概  要 

  特定財源である道路占有料（道路維持補修費・道路占有許可取締

事務費）について、平成 22年 4月の統一占有料改定を踏まえ、算定

を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前               

    事業費       38,720 千円（固定費） 

             358,765 千円（比例費）    

  特定財源   △926,363 千円（比例費） 

                     38,720 千円（固定費）                      

△567,598 千円（比例費） 

 

   改定後               

    事業費       38,720 千円（固定費） 

             358,765 千円（比例費）    

  特定財源  △1,055,213 千円（比例費） 

                     38,720 千円（固定費）                      

△696,448 千円（比例費） 

 

 改定後 △２０，３９８ 

改定前 △１６，４３９ 

増△減 △３，９５９ 

※改定前には種別補正による 

影響額を含む 
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６ 土木費のつづき 

        項    目              説              明 

【都市整備費／投資】 

 まちづくり事業費の見直し 

 

  （百万円） 

１ 概  要 

  住宅市街地総合整備事業（用地取得経費を除く）、都市防災不燃

化促進事業（国・都制度分）、市街地再開発事業（基本計画作成費）

を見直すとともに、都心共同住宅供給事業及び防災生活圏促進事業

（用地取得経費を除く）を態容補正による算定に移行する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前 事業費   253,975 千円（固定費） 

             121,172 千円（比例費） 

      特定財源   98,802 千円（固定費） 

             47,139 千円（比例費） 

            155,172 千円（固定費） 

                   74,034 千円（比例費） 

 

改定後 事業費   129,549 千円（固定費） 

             65,060 千円（比例費） 

      特定財源   68,092 千円（固定費） 

             20,664 千円（比例費） 

             61,457 千円（固定費） 

                   44,396 千円（比例費） 

 改定後 ２，５５０ 

改定前 ５，４６４ 

増△減 △２，９１４ 

 

【道路橋りょう費／投資】 

 道路改良の見直し 

 

  （百万円） 

１ 概  要 
  道路改良事業について、1/280 としていた事業実施率を 1/90 へ
見直す。 

 
２ 算定内容 
 ＜標準区経費＞ 
  改定前 
   11,500 円/㎡×2,322,000 ㎡×1/280=95,368,000 円 
      440 円/㎡×2,322,000 ㎡×1/280= 3,648,860 円      
                  計  99,016,860 円（比例費） 
  改定後 
   11,500 円/㎡×2,322,000 ㎡×1/90=296,700,000 円 
     440 円/㎡×2,322,000 ㎡×1/90= 11,352,000 円 
                   計 308,052,000 円（比例費） 

 改定後 ８，８９５ 

改定前 ２，８２０ 

増△減 ６，０７５ 

※改定前には種別補正による 

影響額を含む 

【道路橋りょう費／投資】 

 ガードパイプ取替工事費の 

見直し                  

  （百万円） 

１ 概  要 
 ガードパイプ取替工事費について、工事単価を見直すとともに、
1/280 として算定していた事業実施率を 1/65 へ見直す。 
 

２ 算定内容 
 ＜標準区経費＞ 
  改定前 
   13,200 円/ｍ×1ｍ/5.5ｍ×1（片側）×0.7×1/280 

×2,322,000 ㎡=13,932,000 円（比例費） 
 

  改定後（※種別補正の見直しを含む） 
   18,200 円/ｍ×1ｍ/5.5ｍ×1（片側）×0.2×1/65 

×2,322,000 ㎡=23,220,000 円（比例費） 
 

 改定後 ３，２１７ 

改定前 １，６３６ 

増△減 １，５８１ 

※改定前には種別補正による 

影響額を含む 
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６ 土木費のつづき 

        項    目              説              明 

【道路橋りょう費／投資】 

 種別補正の見直し 

 

  （百万円） 

１ 概  要 
 道路橋りょう費の種別補正について、8.5ｍ以上の道路平均幅員・
施工単価、ガードパイプ設置率を見直し、算定方法を改善する。 

 
２ 算定内容 
 ＜標準区経費＞ 
  改定前 

8.5m 以上の道路平均幅員・施工単価 12ｍ・18,600 円/㎡ 
車道の平均幅員           9ｍ 
ガードパイプ設置率         0.7 
 

  改定後 
8.5m 以上の道路平均幅員・施工単価 14ｍ・19,800 円/㎡  
車道の平均幅員           11ｍ 
ガードパイプ設置率         0.2 
 

 改定後 １６，０２１ 

改定前 １７，０４７ 

増△減 △１，０２６ 
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７ 教育費 

        項    目              説              明 

【その他の教育費／経常】 

 教職員健康管理費の見直し 

 

       （百万円） 

１ 概  要 

  教職員健康管理費について、ＶＤＴ検診項目の算定を廃止する。 

   

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前  １９千円（比例費） 

  改定後   ０千円   
 改定後 ４３７ 

改定前 ４３７ 

増△減 ０ 

【小学校費・中学校費／投資】 

義務教育施設大規模改修・改

築経費の見直し 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  給食室の改築に係る国庫補助金について、特定財源として、標準

区経費分と態容補正分に按分して算定する。 

態容補正の加算額について、標準区単価の見直しを踏まえ整理す

る。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞小学校費（給食室経費） 

  改定前 事業費    ４８，０３７千円        

  改定後 事業費    ４８，０３７千円 

      特定財源    ７，１１３千円 

      差引一般財源  ４０，９２４千円（比例費） 
             
＜標準区経費＞中学校費（給食室経費） 

  改定前 事業費    ２１，１９２千円        

  改定後 事業費    ２１，１９２千円 

      特定財源    ２，８１４千円 

      差引一般財源  １８，３７８千円（比例費） 

 

 ＜態容補正 加算額（１校あたり）＞ 

  小学校費  

   ・大規模改修時に実施した場合      ＠５４，０６５千円

   ・改築時に実施した場合   （事業費）  １１，２９３千円

                 （特定財源）  １，５６１千円

                       ＠ ９，７３２千円

  中学校費 

   ・大規模改修時に実施した場合      ＠５０，６８８千円

   ・改築時に実施した場合   （事業費）  １７，２４６千円

                 （特定財源）  ２，１４６千円

                       ＠１５，１００千円

 

※態容補正については、前年度の実績に応じて当初算定時に加算する

ため、影響額はゼロとしている。 

 改定後 １３，５２８ 

改定前 １３，７１８ 

増△減  △１９０ 
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７ 教育費のつづき 

        項    目              説              明 

【小学校費・中学校費／投資】 

義務教育施設新増築経費（態

容補正Ⅱ）の見直し 

       

                 （百万円） 

１ 概  要 

  給食室設置経費をドライシステム単価に見直す。 

  また、給食室、屋内運動場及びプールに係る国庫支出金について

特定財源として追加算定する。 

 

２ 算定内容 

＜態容補正 加算額（１校あたり）＞ 

① 給食室設置経費 

小学校費  （事業費）   ８２，２１８千円 

        （特定財源）  １７，０９１千円 

             ＠ ６５，１２７千円 

中学校費  （事業費）   ７６，３５０千円 

        （特定財源）  １４，２４２千円 

             ＠ ６２，１０８千円 

 

② 屋内運動場建設費 

小学校費  （事業費）  ３０１，１９９千円 

        （特定財源） １０３，０９３千円 

             ＠１９８，１０６千円 

中学校費  （事業費）  ２８２，１１０千円 

        （特定財源）  ９６，５５９千円 

             ＠１８５，５５１千円 

 

③ プール建設費 

小学校費  （事業費）   ６５，０２５千円 

        （特定財源）  １１，６０８千円 

             ＠ ５３，４１７千円 

中学校費  （事業費）   ７８，０３０千円 

        （特定財源）  １３，９３０千円 

             ＠ ６４，１００千円 

 ※態容補正については、実績に応じて当初算定時に加算するため、 

影響額はゼロとしている。 

 改定後 ―  

改定前 ―  

増△減 ―  
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７ 教育費のつづき 

        項    目              説              明 

【小学校費／投資】 

特別支援学校新増築経費（態

容補正Ⅴ）の見直し 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

給食室設置経費をドライシステム単価に見直す。 

また、給食室、屋内運動場及びプールに係る国庫支出金につい

て特定財源として追加算定する。 

 

２ 算定内容 

＜態容補正 加算額（１校あたり）＞ 

① 給食室設置経費 

小学校費  （事業費）   ７６，３５０千円 

        （特定財源）  １４，２４２千円 

             ＠ ６２，１０８千円 

② 屋内運動場建設費 

小学校費  （事業費）  １５５，９２９千円 

        （特定財源）  ５３，３７１千円 

             ＠１０２，５５８千円 

③ プール建設費 

小学校費  （事業費）   ５２，０２０千円 

        （特定財源）   ９，２８７千円 

             ＠ ４２，７３３千円 

※態容補正については、実績に応じて当初算定時に加算するため、

影響額はゼロとしている。 

 

改定後  ―  

改定前  ―  

増△減 ―  
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７ 教育費のつづき 

        項    目              説              明 

【小学校費／投資】 

特別支援学校・養護学園大規

模改修・改築経費（態容補正

Ⅳ）の見直し 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

給食室の改築経費をウェットシステム単価で設定するととも

に、給食室のドライシステム化に必要な経費について、態容補正

Ⅴにより加算する。 

また、給食室の改築に係る国庫補助金について、特定財源とし

て、態容補正Ⅳと態容補正Ⅴに按分して算定するとともに、校舎、

屋内運動場及びプール係る国庫支出金について特定財源として

追加算定する。 

 

２ 算定内容 

＜態容補正 加算額（１校あたり）＞ 

① 給食室改築経費 

小学校費  （事業費）   １，２５８千円 

        （特定財源）    １５６千円 

             ＠ １，１０２千円 

 

 ② 給食室のドライシステム化経費（態容補正Ⅴ） 

  小学校費  

  ・大規模改修時に実施した場合     ＠５０，６８８千円 

  ・改築時に実施した場合  （事業費）  １７，２４６千円 

               （特定財源）  ２，１４６千円 

                     ＠１５，１００千円 

 

③ 校舎、屋内運動場及びプールに係る国庫支出金 

小学校費 校舎    △１，８６５千円（特定財源） 

屋内運動場 △  ８０８千円（特定財源） 

プール   △  ３０９千円（特定財源） 

計   △２，９８２千円 

 

※②の態容補正Ⅴについては、実績に応じて当初算定時に加算するた

め、影響額はゼロとしている。 

 

改定後 １３４ 

改定前 １４７ 

増△減 △１３ 

 

【小学校費・中学校費／経常】 

学校職員費 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

学校図書館担当職員（学校司書）に係る経費について、新規に

算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  小学校費 １８，９００千円（比例費） 

  中学校費 １０，５００千円（比例費） 

  合  計 ２９，４００千円 

 

改定後  ４，０６５ 

改定前  ３，３７３ 

増△減 ６９２ 
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７ 教育費のつづき 

        項    目              説              明 

【小学校費／経常】 

就学時健康診断費の見直し 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

就学時健康診断費について、測定単位を児童数から学校数に見

直す。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前（測定単位：児童数） △４，３８７千円（比例費） 

  改定後（測定単位：学校数） ＋４，３８７千円（比例費） 

 

 

改定後 １０９ 

改定前 ６３ 

増△減 ４６ 

 

【小学校費・中学校費／経常】 

学校評価事業費の見直し 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

学校評価事業費について、報償費の算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前 小学校費 ４，９７６千円（比例費） 

      中学校費 ２，６３４千円（比例費） 

      合  計 ７，６１０千円 

改定後 小学校費   ５７３千円（比例費） 

      中学校費   ３０３千円（比例費） 

      合  計   ８７６千円 

 

改定後  ２１ 

改定前  １８０ 

増△減 △１５９ 

 

【中学校費／経常】 

夏休み期間プール指導員 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

夏休み期間プール指導員について、算定内容（プール指導員謝

礼）を見直す。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前 ３，５３５千円（比例費） 

  改定後   ４７１千円（比例費）  

改定後  １０ 

改定前  ７５ 

増△減 △６５ 

 

【その他の教育費／経常】 

教育相談事業費 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

教育相談事業費について、算定内容（いじめ・教育相談員報酬

単価）を見直す。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前 ４０，１１３千円（比例費） 

  改定後 ５６，９２９千円（比例費）  

改定後  ７８４ 

改定前  ５５３ 

増△減 ２３１ 
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８ その他 

項    目 説              明 

【民生費他／経常】 

人件費の算定改善 

 

（百万円）

（１）標準職員数の見直し 

１ 概  要 

標準職員数の見直し、標準職員数の見直しに伴う委託化等事業費

への振替え及び標準職員数に連動する職員手当等経費の整理を行

い、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

（１）標準職員数の見直し 

  ＜標準職員数＞ 

    改定前 ２，３７６．７０人 

    改定後 ２，２７６．９０人 

  ＜算定職員数計＞ 

    改定前 ６０，４７８人 

    改定後 ５８，１５２人 

   

（２）委託化等に伴う事業費の算定及び連動経費の整理 

標準職員数の見直しに伴う委託化等の事業費を算定すると

ともに、各種職員手当や旅費など標準職員数に連動する経費に

ついて整理する。 

 改定後 ４１８，０９４ 

改定前 ４３４，８１７ 

増△減 △１６，７２３ 

 

（２）事業費及び連動経費 

 

改定後 － 

改定前 － 

増△減 ８，１５７ 

※ 事業費等は多岐に渡るため、増

減のみを記載  

 

合 計 

 増△減 △８，５６６ 
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８ その他のつづき 

項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

投資的経費の見直し 

 

（百万円） 

○ 公共施設の改築工事費の見直し 

 

１ 概  要 

各費目で算定している公共施設の改築経費について、標準施設、

年度事業量及び工事単価を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準施設＞  

法令等による整備基準及び特別区における実態を踏まえて設定

する。（別紙 1参照） 

 

＜年度事業量＞ 

地方公営企業法施工規則別表等に基づき設定する。 

 

改定前 

・ その他公共施設  50 年 

・ 義務教育施設校舎 50 年 

・ 屋内運動場    40 年 

・ プール      30 年 

 

   改定後 

・ その他公共施設  50 年 

・ 義務教育施設校舎 47 年 

・ 屋内運動場    44 年 

・ プール      30 年 

 

＜工事単価＞  

現行単価設定時の積算内訳に必要な工種を加えて見直し、直近の

東京都標準建物予算単価における各種単価を用いて設定する。 

（別紙 2参照） 

 

 改定後 １８５，４１１ 

改定前 １６０，２８８ 

増△減 ２５，１２３ 
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８ その他のつづき 

項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

投資的経費の見直し（つづき） 

○ 公共施設の大規模改修工事費の見直し 

 

１ 概  要 

各費目で算定している公共施設の大規模改修経費について、標準

施設と工事単価を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準施設＞  

法令等による整備基準及び特別区における実態を踏まえて設定

する。（別紙 1参照） 

 

＜工事単価＞  

大規模改修の各種工事の施工回数は、現在の一般的な改修周期を

踏まえて見直し、現在までの物騰率を乗じて設定する。 

（別紙 3参照） 

 

 

○ 元利償還金の見直し 

 

１ 概  要 

各費目で算定している元利償還金について、算定内容を見直す

（清掃費を除く）。 

   

２ 算定内容 

義務教育施設は、H18 財調において合意した算定規模を基に、25

年償還で設定する。その他の施設は、H25 財調における起債充当額

を基に、15年償還で設定する。（別紙 4参照） 

 

 

○ 用地単価の見直し 

 

概要・算定内容 

用地単価については、東京都基準値調査における区部住宅地の

前年変動率を乗じて設定する。 

   

   改定前            282,000 ㎡/円 
 
   改定後       370,000 ㎡/円 

 

 
 

 

 

24



 

８ その他のつづき 

項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

投資的経費の見直し（つづき） 

○ 義務教育施設・密度補正の見直し 

 

１ 概  要 

国庫補助基準との整合を図り、学級数を施設規模の基準として

設定する。 

   

２ 算定内容 

小学校費・中学校費の密度補正について、児童数・生徒数による

密度補正から、学級数による密度補正に見直す。 

 

 

 

○ 新築・改築・大規模改修態容補正の見直し 

 

１ 概  要 

シルバーピアについては、新たに改築・大規模改修経費を老人

福祉費・態容補正Ⅱに追加し、毎年度平準化した額を算定する。 

   

２ 算定内容 

  

  

（単位費用）

 人口）

高齢者集合住宅の整備費、改築経費、大規模改修経費

   として知事が算定した額

1＋
Ｂ

Ａ × 3,437円

　　における住民基本台帳人口のうち65歳以上の日本人

Ｂ：当該年度における特別養護老人ホームの整備費及び

Ａ：測定単位の数値（当該年度の前年度の１月１日現在

算式の符号

 

  

 

 

○ 義務教育施設改築需要・態容補正の見直し 

 

概要・算定内容 

将来需要分として加算している態容補正を単位費用化し、当該 

補正を廃止する。 
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８ その他のつづき 

項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

投資的経費の見直し（つづき） 

○ 中学校武道場整備費・態容補正 

 

１ 概  要 

中学校武道場整備費について、新たに態容補正を設定し、新築

経費は国庫補助面積を基準に算定し、改築・大規模改修経費は毎年

度平準化して算定する。 

   

２ 算定内容 

  

（単位費用）

算式の符号

 Ａ：測定単位の数値(当該区の中学校及び中等教育学校の学校数）

 Ｂ：知事が算定した中学校武道場の新築面積

 Ｃ：知事が算定した中学校武道場の設置校数

( Ｂ × 247,900 － Ｂ × 101,700 ×
1

2

＋ Ｃ × 104,560,000 ×
1

44

－ Ｃ × 40,680,000 ×
1

×
1

3 44

＋ Ｃ × 760,000 ） ×
1

＋1
Ａ× 61,275,294円
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８ その他のつづき 

項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

投資的経費の見直し（つづき） 

○ 地価係数 

 

１ 概  要 

東京都基準値調査における住宅地平均価格に基づき、地価係数を

設定する。 

 

２ 算定内容 

 

    

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地価係数＝ 
区別住宅地平均価格 

特別区住宅地平均価格 

区 名 住宅地平均価格

（円/㎡） 

H25地価係数 

千代田区 2,085,000 4.405 

中央区 764,500 1.615 

港区 1,181,300 2.496 

新宿区 545,800 1.153 

文京区 729,400 1.541 

台東区 552,500 1.167 

墨田区 282,000 0.596 

江東区 348,000 0.735 

品川区 576,400 1.218 

目黒区 634,200 1.340 

大田区 425,900 0.900 

世田谷区 505,800 1.069 

渋谷区 900,900 1.903 

中野区 459,500 0.971 

杉並区 442,200 0.934 

豊島区 471,300 0.996 

北区 394,800 0.834 

荒川区 447,000 0.944 

板橋区 348,500 0.736 

練馬区 327,200 0.691 

足立区 265,800 0.562 

葛飾区 290,700 0.614 

江戸川区 294,300 0.622 

特別区平均 473,300 - 
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８ その他のつづき 

項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

投資的経費の見直し（つづき） 

 

＜ 影響額 ＞ 

 

    

 

 

    
需 要 額 

  （百万円） 

議会総務費 地域交流施設 670 

民 生 費 心身障害者福祉施設 1,432 

  高齢者福祉施設 △1,321 

  児童福祉施設 2,763 

  小 計 2,874 

衛 生 費 保健衛生施設 1,002 

清 掃 費 清掃事務所及び清掃事業所 7,198 

経済労働費 消費者及び商工振興施設 △2,418 

土 木 費 建築公害 5,985 

 道路橋りょう 2,464 

  公園 △9,933 

  小 計 △1,484 

教 育 費 小学校 12,336 

 中学校 5,124 

 校外施設 408 

  幼稚園 405 

  生涯学習関連施設 △992 

  小 計 17,281 

合 計 25,123 
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８ その他のつづき 

        項    目              説              明 

【民生費等／投資】 

大規模改修工事費への臨時

的起債充当 

 

                 （百万円） 

１ 概  要 

投資的経費見直し後の大規模改修経費について、平成 25 年度

に限り、臨時的に起債を充当する。 

 

２ 算定内容 

    
標準区経費 

（千円） 

需 要 額 

  （百万円） 

民 生 費 児童福祉施設 △176,616 △4,479

教 育 費 生涯学習関連施設 △159,390 △4,046

合 計 △336,006 △8,525

 

    

 

 

改定後   △８，５２５ 

改定前   ０ 

増△減    △８，５２５ 
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